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 と畜場法施行細の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成26年３月28日 

                                           佐賀県知事  古  川     康    

 佐賀県規則第36号 

   と畜場法施行細の一部を改正する規則 

 と畜場法施行細則（平成16年佐賀県規則第28号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

   と畜場法施行細則    と畜場法及び佐賀県と畜場に関する条例施行規則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、と畜場法（昭和28年法律第114号。以下「法」

という。）の規定により知事が行う事務に関し、と畜場法施行令

（昭和28年政令第216号。以下「政令」という。）、と畜場法施行

規則（昭和28年厚生省令第44号）及び佐賀県と畜場法施行条例（平

成15年佐賀県条例第17号。以下「条例」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、と畜場法（昭和28年法律第114号。以下「法」

という。）の規定により知事が行う事務に関し、と畜場法施行令

（昭和28年政令第216号。以下「政令」という。）、と畜場法施行

規則（昭和28年厚生省令第44号）及び佐賀県と畜場に関する条例

（平成15年佐賀県条例第17号。以下「条例」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

  略   略 
  この様式に記載された個人情報は、と畜場使用料（とさつ解

体料）の認可（変更認可）に係る事務の目的を達成するために

使い、法令等に定めがある場合を除き、御本人の承諾なしに第

三者に提供することはありません。 
 

様式第２号（第４条関係） 様式第２号（第４条関係） 

  略   略 
  この様式に記載された個人情報は、と畜場外とさつに係る事

務の目的を達成するために使い、法令等に定めがある場合を除

き、御本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。 
 

様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 
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改正前 改正後 

  略   略 
  この様式に記載された個人情報は、と畜場外とさつ許可に係

る事務の目的を達成するために使い、法令等に定めがある場合

を除き、御本人の承諾なしに第三者に提供することはありませ

ん。 
 

様式第４号（第５条関係） 様式第４号（第５条関係） 

  略   略 
  この様式に記載された個人情報は、牛の皮・牛の卵巣・獣畜

の肉等のと畜場外持出し許可に係る事務の目的を達成するため

に使い、法令等に定めがある場合を除き、御本人の承諾なしに

第三者に提供することはありません。 
 

   附 則 

 この規則は、平成26年６月１日から施行する。 

 


